
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
四
十
八
号
）
（
建

築
安
全
課
） 

一 

趣
旨 

 

駐
車
場
法
施
行
令
の
一
部
改
正
を
踏
ま
え
、
大
規
模
車
庫
の
機
械
換
気
設
備
に
関
す
る
基
準

を
緩
和
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

床
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
「
毎
時
二
十
五
立
方
メ
ー
ト
ル
」
以
上
の
外
気
を
供
給
す

る
こ
と
が
で
き
る
機
械
換
気
設
備
の
基
準
を
「
毎
時
十
四
立
方
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
る 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 


